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≪報告事項≫ 

 

（１） 景観審議会の役割と位置付けについて 

◆景観審議会の役割 

景観審議会の役割 

景観条例第 34条 

・市長の諮問に応じた調査審議する。 

・景観づくりに関し市長に意見を述べることができる。 

◆上越市景観審議会の意見を聴かなければならないもの 

景観計画の策定等 

景観条例第 7条 

景観条例第 9条 

・景観計画の策定、変更、廃止をするとき 

・住民等の提案による景観計画の策定又は変更の必要性が無い旨の決定

をするとき 

景観づくり重点区域の指定

等の手続 

景観条例第 12条  

・景観づくり重点区域の指定、指定解除をするとき 

景観重要建造物の指定 

景観条例第 21条 

・景観重要建造物の指定をするとき 

・所有者提案による景観重要建造物の指定の必要性の判断をするとき 

景観重要樹木の指定 

景観条例第 26条 

景観条例第 27条 

・景観重要樹木を指定しようとするとき 

・所有者の提案による景観重要樹木の指定の必要性の判断をするとき 

◆必要に応じて審議会の意見を聴くことができるもの 

景観を著しく阻害する要因

に対する措置 

景観条例第 31条 

・建築物等、広告物等、環境的要素その他のものが景観を著しく阻害し

ているとき又はそのおそれがあり、その所有者等に対し、必要な措置

を講ずるように協力を要請するとき 

◆景観計画上の景観審議会の位置付け 

景観づくりの誘導強化 

景観計画 4-4（1） 

・景観計画の進行管理、景観施策などに関し、審議会に対して報告を行

い、意見を求め、評価を受ける。 

・審議会は、景観づくりの施策の進行状況、成果、景観を阻害する要因

に対する審査を行い評価するとともに、必要に応じて改善等の助言を

行う。 

景観づくりの進行管理 

景観計画 4-6（1）（2） 

・景観計画に基づく良好な景観づくりに関する取組について、年次報告

し、審議会の評価を受ける。 

・概ね 5年ごとに、景観づくりに対する市民の意向を把握し、景観計画

の進行状況等の点検を行い、審議会の評価を受ける。 
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＜参考＞ 上越市景観条例（抜粋） 

 

（景観計画の策定等） 

第７条 市長は、景観計画を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、第３４

条第１項に規定する上越市景観審議会（以下この章において「審議会」という。）の意見を聴か

なければならない。 

 

（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置） 

第９条 市長は、法第１４条第１項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、審議会

に法第１１条第３項に規定する計画提案に係る景観計画の素案を提出して意見を聴かなければ

ならない。 

 

（景観づくり重点区域の指定等の手続） 

第１２条 市長は、景観づくり重点区域を指定するか否かの決定をするときは、あらかじめ、当該

区域に居住する市民及び利害関係人を対象に公聴会を開催するとともに、審議会の意見を聴かな

ければならない。 

２ 市長は、景観づくり重点区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 

３ 前条及び前２項の規定は景観づくり重点区域の指定の変更について、前２項の規定は景観づく

り重点区域の指定の解除について準用する。 

 

（景観重要建造物の指定） 

第２１条 市長は、法第１９条第１項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あ

らかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 

（景観重要建造物の指定の提案があった場合にとるべき措置） 

第２２条 市長は、法第２０条第３項の規定による景観重要建造物の指定の必要性の判断をすると

きは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（景観重要樹木の指定） 

第２６条 市長は、法第２８条第１項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あら

かじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 
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（景観重要樹木の指定の提案があった場合にとるべき措置） 

第２７条 市長は、法第２９条第３項の規定による景観重要樹木の指定の必要性の判断をするとき

は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第６節 景観を著しく阻害する要因に対する措置 

第３１条 市長は、建築物等及び広告物等並びに光、音、におい、水質等の環境的要素その他のも

のが景観を著しく阻害していると認めるとき又は阻害するおそれがあると認めるときは、その所

有者又は原因者に対し、必要な措置を講ずるように協力を要請するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により協力を要請するときは、必要に応じて審議会の意見を聴くことがで

きる。 

 

第４章 上越市景観審議会 

（設置） 

第３４条 景観づくりに関する基本的事項及び重要事項を調査審議するため、上越市景観審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ調査審議するほか、景観づくりに関し市長に意見を述べることが

できる。 

 

（組織） 

第３５条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する１５人以内の委員をもって組織する。 

(1) 公募に応じた市民 

(2) 事業者 

(3) 学識経験者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) その他市長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第３６条 審議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（審議会の運営等） 

第３７条 審議会の運営等に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 
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（２）今年度の景観事業の報告について 

 

◆誘導施策 

① 景観法に基づく届出制度の実施 

   ＜届出件数＞ 

年

度 
地域 件数 

内訳 

商業 学校 
福祉 

施設 
工場 

共同 

住宅 

無線 

鉄塔 
その他 

H29 

上越市全域 112 11 3 2 19 18 31 28 

景観づくり重点区域 

＝安塚区全域（内数） 
(7) (0) (0) (0) (0) (0) (3) (4) 

H30 

上越市全域 100 7 3 4 23 15 26 22 

景観づくり重点区域 

＝安塚区全域（内数） 
(3) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (2) 

R1 

上越市全域 74 13 5 7 11 13 11 14 

景観づくり重点区域 

＝安塚区全域（内数） 
(2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) 

（令和元年度は令和 2年 1月末までの件数） 

② 景観アドバイス制度の実施 

 ＜景観アドバイザー＞ 

・色  彩：吉田愼悟 氏 

・照  明：稲葉 裕  氏 

・デザイン：島津勝弘 氏 

  ＜景観アドバイス件数＞ 

（令和元年度は令和 2年 1月末までの件数） 

※一つの案件に複数アドバイスを行う場合があるため、アドバイス件数と区分の合計は

一致していません。メール等でのアドバイスを含みます。 
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年

度 

アドバイ

ス件数 

アドバイスの区分 施設内訳 

色彩 照明 
デザ 

イン 
商業 学校 

福祉 

施設 
工場 

共同 

住宅 
その他 

H29 69 54 18 12 8 4 5 0 2 50 

H30 60 44 10 9 2 6 7 7 5 33 

R1 25 21 8 0 3 3 1 1 1 16 



 

◆意識啓発 

・広報上越（令和 2年 2月 1月号）に「景観まちづくりの“はじめの一歩”」の記事を掲載 
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◆景観づくり活動支援（南本町三丁目景観まちづくり活動の支援） 

＜修景活動の実施＞ 

・実施日：令和元年 7月 13日 

・参加者：町内 8名、上越総合技術高等学校 6名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜写真展の開催＞ 

 ・実施日：令和元年 9月 29日 

 ・来場者：253人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報紙の発行＞  
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（抜粋） 



 

 

＜照明体験ワークショップの実施＞ 

 ・実施日：令和元年 11月 12日 

 ・参加者：町内 16名、上越総合技術高等学校 6名  
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＜南本町三丁目景観色彩ガイドラインの運用＞ 
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（抜粋） 



 

 

 

 

◆その他の景観事業の取組 

・景観法に基づく届出制度を関係団体に周知 

・文化財や景観資産等に対する配慮のお願いの周知 等 
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